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道路を跨ぐ施設の内、道路法上の道路以外の施設についても、道路管理
者（占用許可者）として、各施設管理者に省令に準じて点検・診断、修
繕等の状況を把握し、老朽化対策を調整する専門部会を設置する。
なお、これまでの高速道路を跨ぐ連絡協議会を解消し、メンテナンス会議の
専門部会を設置する。（平成27年3月17日設立）

◆対象施設
全ての高速道路、(国)直轄国道、公社道路及び一部※の補助国道、都道府県道、市町
村道を跨ぐ施設の内、鉄道橋を除く、道路法上の道路以外の施設（農道、林道、私道、
水管橋など）
※補助国道、都道府県道、市町村道については、「緊急輸送道路」に指定されている道路を対象とする。

◆施設管理者への依頼事項
・省令に準じた点検や診断の定期的な実施
・点検計画の策定
・点検・診断結果について、道路管理者への報告
・診断結果で「速やかに修繕が必要」な場合は、速やかな修繕工事の実施 など

跨道施設連絡部会について 資料 １
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道路メンテナンス会議の組織体
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大阪府道路メンテナンス会議

跨道施設連絡部会の活動状況について

平成２７年３月１７日 第１回 跨道施設連絡部会開催
平成２８年９月１５日 第２回 跨道施設連絡部会開催

・跨道施設の点検・修繕・耐震補強の状況
・定期点検について
・熊本地震による被災及び復旧状況

平成２９年１０月２７日 第３回 跨道施設連絡部会開催
・道路メンテナンス年報の概要（平成28年度）
・持続可能なメンテナンスの実現
・耐震補強の推進
・跨道施設の点検・修繕・耐震補強の状況

平成３０年１２月６日 第４回 跨道施設連絡部会開催
・道路法改正の施行（平成３０年９月３０日）
・道路メンテナンス年報の概要（平成29年度）
・跨道施設の点検・修繕・耐震補強の状況

令和２年 １月２７日 第５回 跨道施設連絡部会開催
・ 「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」の制定について（通知）
（令和元年5月30日）
・道路メンテナンス年報の概要（平成30年度）
・跨道施設の点検・修繕・耐震補強の状況
・橋梁点検での留意点

令和３年 ３月１１日 第６回 跨道施設連絡部会
・ 「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」の制定について（通知）
（令和元年5月30日）
・道路メンテナンス年報の概要（令和元年度）
・跨道施設の点検・修繕・耐震補強の状況
・橋梁点検での留意点

令和３年１１月２５日 第７回 跨道施設連絡部会
・ 「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」の制定について（通知）
（令和元年5月30日）
・道路メンテナンス年報の概要（令和2年度）
・跨道施設の点検・修繕・耐震補強の状況
・橋梁点検での留意点
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大阪府道路メンテナンス会議
跨道施設連絡部会規約（案）
（名称）
第１条 本会は、「大阪府道路メンテナ
ンス会議 跨道施設連絡部会」（以下、
「本連絡部会」という。）と称する。
（目的）
第２条 本連絡部会は、大阪府内の高速
道路、（国）直轄国道、公社道路及び、
※１緊急輸送道路に指定されている補
助国道、府道、市町村道の安全性を確
保するため、これらを跨ぐ施設のうち、
鉄道橋を除く、道路法上の道路以外の
施設（農道、林道、私道、水管橋な
ど）の適切な点検、補修及び必要な耐
震補強の実施について、情報共有の体
制を構築するとともに、その対策等に
ついての必要な事項について、協議調
整を図ることを目的とする。

※１ 緊急輸送道路
・・・大阪府内では、「広域緊急交通路」が
第１次緊急輸送道路に該当し、「地域緊急交
通路」が第２次緊急輸送道路及び第３次緊急
輸送道路に該当する。

（組織）
第３条 本連絡部会は、「大阪府道路メン
テナンス会議」の下部組織として設置する。
２．本連絡部会は、以下の者を持って構成
する。
イ) 大阪府内の高速道路、（国）直轄国道、
公社道路及び、緊急輸送道路に指定され
ている補助国道、府道、市町村道を跨ぐ
施設のうち、鉄道橋を除く、道路法上の
道路以外の施設（以下、「跨道施設」と
いう。）の施設管理者
ロ) 大阪府内の高速道路、（国）直轄国道、
公社道路及び、緊急輸送道路に指定され
ている補助国道、府道、市町村道の跨道
施設の下の道路管理者
３．本連絡部会の構成機関は「別表」に掲
げる者とする。
４．本連絡部会には部会長を置くものとし、
部会長は国土交通省近畿地方整備局大阪
国道事務所長とする。なお、部会長に事
故等がある場合は大阪府道路メンテナン
ス会議の副会長がその職務を代行する。

資料１-2
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（業務）
第４条 本連絡部会は、その目的を達成す
るために、対象とする跨道施設に係る以
下の事項について情報共有及び協議・調
整を行う。
イ）点検結果、維持管理状況（補修計画、
耐震補強等）の共有に関すること。
ロ）点検、補修及び耐震補強の対策実施
にあたっての問題、課題に関すること。
ハ）上記問題、課題に対する対応策に関
すること。
二）跨道施設の下の道路の交通規制計画
に関すること。
ホ）情報共有の仕組みに関すること。
へ）その他必要な事項に関すること。

（会議の開催）
第５条 本連絡部会は、年１回の開催を基

本とするが必要に応じて適宜開催する
ことができるものとする。

２．本連絡部会には、必要に応じて関係す
る者の出席を求めることができるものと
する。

３．本連絡部会に出席する構成機関の構成
員は代理出席を認めるものとする。

（事務局）
第６条 本連絡部会の事務局は、大阪
府道路メンテナンス会議の事務局が兼
ねるものとする。

（雑則）
第７条 この規約に定めるもののほか、
本連絡部会の運営に必要な事項に関す
ることは、その都度協議して定めるも
のとする。

（付則）
この規約は、令和３年１１月２５日
から適用する。
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別 表
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大阪府道路メンテナンス会議 規約

（名称）
第１条

本会は、「大阪府道路メンテナンス会議」（以下、「本会議」という。）と
称する。

（目的）
第２条

本会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、大阪
府内における、道路施設の高齢化や老朽化による不具合への対応、
施設の大量更新時期への備え等、道路の維持管理を効率的効果的
に行うため、各道路管理者が相互に連絡調整を行うことにより、円滑
な道路の維持管理の促進を図ることを目的とする。

（活動）
第３条
本会議は、第２条の目的を達成するため、次の活動を行う。
（１）道路施設の長寿命化対策に関する情報共有。
（２）道路施設の点検・修繕計画に関する情報共有。
（３）道路施設の損傷事例や技術基準類等に関する情報共有。
（４）その他、本会議の目的を達成するために必要な事項。

（組織）
第４条

１．本会議は、第２条の目的を達成するため、大阪府内における国道、
府道、市町村道及び高速自動車国道の各道路管理者及び本会議が
必要と認めるもので組織する。

２．本会議には、会長及び副会長を５名置くものとし、会長は国土交
通省近畿地方整備局大阪国道事務所長、副会長は大阪府都市整備
部道路室道路環境課長、大阪市建設局道路河川部調整課長、堺市
建設局土木部土木監理課長、西日本高速道路株式会社大阪高速道
路事務所長及び阪神高速道路株式会社管理本部管理企画部保全
事業統括課長とする。
３．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。

４．本会議の構成は「別表－１」のとおりとする。
ただし、必要に応じ会長が指名するものの出席を求めることができる。

５．会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため、必要に応
じ「専門部会」を設置することができるものとする。

（会議の開催）
第５条
本会議の開催は、会長が必要と認めるときに開催する。

（事務局）
第６条
１．本会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。

２．事務局は、国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所管理第
二課、大阪府都市整備部道路室道路環境課、大阪市建設局道路河
川部調整課、堺市建設局土木部土木監理課、西日本高速道路株式
会社大阪高速道路事務所統括課及び阪神高速道路株式会社管理
本部管理企画部保全事業統括課に置く。

（規約の改正）
第７条
本規約の改正等は、本会議の審議・承認を得て行うことができる。

（その他）
第８条

本規約に定めるもののほか必要な事項はその都度協議して定めるも
のとする。

（附則）
本規約は、令和５年８月７日改正し、当日より施行する。

［改正履歴］平成２６年５月２３日付け規約は廃止
平成２７年６月１１日付け規約は廃止
平成２７年８月２６日付け規約は廃止
平成２８年２月８日付け規約は廃止
令和元年７月２２日付け規約は廃止
令和３年７月２７日付け規約は廃止
令和4年７月２8日付け規約は廃止

参考資料１-1

7



役 職所 属

都市整備部長泉南市

都市整備部長四條畷市

都市整備部長交野市

都市整備部長大阪狭山市

都市整備部長阪南市

都市創造部長島本町

産業建設部長能勢町

都市建設部長豊能町

産業まちづくり部長忠岡町

都市整備部長熊取町

事業部長田尻町

都市整備部長岬町

まちづくり推進部長太子町

まち創造部長河南町

理事千早赤阪村

所長西日本高速道路株式会社関西支社 大阪高速道路事務所副会長

副所長西日本高速道路株式会社関西支社 京都高速道路事務所

副所長西日本高速道路株式会社関西支社 阪奈高速道路事務所

副所長西日本高速道路株式会社関西支社 和歌山高速道路事務所

保全事業統括課長阪神高速道路株式会社 管理本部 管理企画部副会長

企画マネージャー大阪府道路公社 企画チーム

道路保全企画官国土交通省近畿地方整備局 道路部

オブザーバー

地域道路課長国土交通省近畿地方整備局 道路部

保全サービス統括課長西日本高速道路株式会社関西支社

保全企画課長阪神高速道路株式会社 保全交通部

都市整備事業部長公益財団法人大阪府都市整備推進センター

管理第二課国土交通省近畿地方整備局 大阪国道事務所

事務局

道路環境課大阪府都市整備部 道路室

調整課大阪市建設局 道路河川部

土木監理課堺市建設局 土木部

統括課西日本高速道路株式会社関西支社 大阪高速道路事務所

保全事業統括課阪神高速道路株式会社 管理本部 管理企画部

役 職所 属

所長国土交通省近畿地方整備局 大阪国道事務所会長

道路環境課長大阪府都市整備部 道路室副会長

事業企画課長大阪府都市整備部 事業調整室

維持保全課長大阪府都市整備部 池田土木事務所

維持保全課長大阪府都市整備部 茨木土木事務所

維持保全課長大阪府都市整備部 枚方土木事務所

維持保全課長大阪府都市整備部 八尾土木事務所

維持保全課長大阪府都市整備部 富田林土木事務所

維持保全課長大阪府都市整備部 鳳土木事務所

維持保全課長大阪府都市整備部 岸和田土木事務所

調整課長大阪市建設局 道路河川部副会長

土木監理課長堺市建設局 土木部副会長

建設部長岸和田市

都市基盤部長豊中市

都市整備部長池田市

土木部長吹田市

都市政策部長泉大津市

都市創造部長高槻市

都市整備部長貝塚市

都市整備部長守口市

土木部長枚方市

建設部長茨木市

都市整備部長八尾市

都市整備部長泉佐野市

産業まちづくり部長富田林市

都市基盤整備部長寝屋川市

都市づくり部長河内長野市

都市整備部長松原市

都市整備部長大東市

都市デザイン部長和泉市

みどりまちづくり部長箕面市

都市みどり安全部長柏原市

土木部長羽曳野市

まちづくり部長門真市

建設部長摂津市

土木部長高石市

都市整備部長藤井寺市

土木部長東大阪市

別表－１ 【大阪府道路メンテナンス会議 構成メンバー】

［改正履歴］ 平成２６年５月２３日現在の別表-１は廃止
平成２７年６月１１日現在の別表-１は廃止
平成２７年８月２６日現在の別表-１は廃止
平成２８年６月２３日現在の別表-１は廃止
平成２９年２月 ７日現在の別表-1は廃止
平成２９年４月 １日現在の別表-1は廃止
令和２年７月 １日現在の別表-1は廃止
令和３年４月 １日現在の別表-1は廃止

令和７年９月２４日現在
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（参考）緊急輸送道路

［大阪府］

災害直後から、避難・救助をはじめ、物
資供給等の応急活動のために、緊急車
両の通行を確保すべき重要な路線で、
高速自動車国道や一般道路及びこれら
を連結する幹線的な道路。

第１次緊急輸送道路・・・県庁所在地、地方中心都市
及び重要港湾、空港等を連結する道路

第２次緊急輸送道路・・・第１次と市長村役場、主要な
防災拠点（行政機関、公共機関、
主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療
拠点、自衛隊等）を連絡する道路

第３次緊急輸送道路・・・その他の道路

広域緊急交通路[大阪府]

大阪府では、大阪府地域防災計画によ
り、第１次緊急輸送道路にほぼ対応する
ものとして「広域緊急交通路」が指定され
ており、各市町村の地域防災計画におい
ても、第2次、第3次などに対応するもの
として「地域緊急交通路」が指定されてい
る。

令和7年3月

このうち、さらに重要な路線として
一般道路の重点１４路線
（自動車専用道路除く）が指定

参考資料1-2
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広域緊急交通路[大阪府]

自動車専用道路 延長 ３６２．０ｋｍ
一般道路 延長 ８７９．０ｋｍ

広域緊急交通路[大阪府] 
合計延長１２４１．０ｋｍ
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道路メンテナンス年報（2024年度）の概要
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参考資料1-3



（参考）道路メンテナンス年報の公表
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跨道施設の状況（１） 資料２
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撤去済み

撤去済み



跨道施設の状況（１）

15
合計 ４１橋（撤去済みの２橋は除く）
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写真無し

跨道施設の状況（２）

撤去済み



撤去済み

跨道施設の状況（２）
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跨道施設の状況（２）
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跨道施設の状況（２）
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写真無し

跨道施設の状況（２）
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写真無し

跨道施設の状況（２）
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跨道施設の状況（２）
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跨道施設の状況（２）
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跨道施設の状況（２）
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跨道施設の状況（２）
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写真無し



写真無し

跨道施設の状況（２）
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㈱ J．フロントプライムスペース



跨道施設の状況（２）
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大阪府道路メンテナンス会議

跨道施設連絡部会 相談窓口について

• 技術的な相談の窓口（点検、修繕、耐震補強など）
（事務局）国土交通省 近畿地方整備局

大阪国道事務所 管理第二課 総括保全対策官室

ＴＥＬ 06-6932-1452（直）

• 法律的な相談の窓口（道路法、占用など）
（事務局）国土交通省 近畿地方整備局

大阪国道事務所 管理第一課

ＴＥＬ 06-6932-1451（直）
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